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１ 真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正 

 

■厳しい大都市の財政状況 

①大都市特有の財政需要による高い歳出水準 

一般市では、都市の規模が大きくなるに従い、スケールメリットにより人口一人当た

り歳出額が小さくなる傾向にある。しかし、指定都市は、法人需要への対応、都市イン

フラの整備・維持や都市的課題などへの対応に要する土木費や民生費などの大都市特有

の財政需要のほか、道府県から移譲されている特例事務があることから、人口一人当た

り歳出額は大きくなる。 

 

【都市規模に対応した歳出構造（人口一人当たり歳出額 千円）】 
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スケールメリットを上回る都市的需要や事務配分の特例に

より、指定都市では一人当たりの歳出水準が高い 
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②税収の割合が低く、多額の起債が必要になる歳入構造 

指定都市においては、歳入全体に占める市税収入の割合が、施行時特例市や一般市（２０

万人以上）を下回る水準であり、大都市特有の財政需要に対応する税財政制度が確立して

いないため、地方債等への依存度が高く、自主的な財政運営に適した歳入構造となってい

ない。 

【都市規模に対応した歳入構造（歳入額の構成比）】 

 

 

【人口一人当たり起債額】
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起債依存度の

高い財政運営 
自主的な財政運営に

適さない歳入構造 

歳入全体に占め

る市税収入の割

合は、施行時特

例 市 や 一 般市

(20 万人以上)を

下回る水準 
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③配分割合の低い市域内税収* 

全国における市町村税の配分割合は１９．９％と低い水準となっており、平成２９年

度に道府県から教職員の給与負担に係る経費分の税源移譲がなされた指定都市において

も、２１．０％となお低い配分割合にとどまっている。 

*国税・道府県税については、税務署統計資料等から各種指標を用い按分するなどして試算した推計値 

 

【指定都市域内税収の配分状況】 

 

 

 

 

 

 

市税

5兆9,650億円（21.0%）

市町村税

20兆5,079億円（19.9%）

道府県税

3兆9,111億円（13.7%）

都道府県税

20兆7,036億円（20.0%）

国税

18兆6,083億円

（65.3%)

国税

62兆1,751億円

（60.1%）

*令和元年度決算 

計 28 兆 4844 億円 計 103 兆 3,866 億円 

指定都市 全国 

注 県費負担教職員の給与負担に係る経費に対す 

 る道府県から指定都市への税源移譲相当額 

 （交付金）については市税に含まれている 
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２ 大都市税源の拡充強化 
 

■大都市の特性 

○集積性・高次性・圏域における中枢性・日本経済牽引の役割 

国土面積のわずか３.２％に、全国の約２割の人口、約３割の商業活動が集中。 

高度医療や高等教育などが集積し、産業面でも全国より高い生産性を持つ。 

  

                

 

 

○過密・集中による都市的課題が存在 

経済・生活のインフラ問題、環境や安全・安心に係る問題、福祉の問題など過密・集中

による都市的課題がある。 
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*大都市圏人口は 1.5%通勤圏人口  

*各種統計より作成 

*「一人当たり地域内ＧＤＰ」の全国数値

は 

特別区を含む 

*各種統計より作成 

*「生活保護保護率」の全国数値は特別区を含む 
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■大都市特有の財政需要 

○法人需要・インフラ、都市的課題から発生する需要 

指定都市における人口や産業の集積性、高次な都市機能や産業の高度化、それぞれの

都市圏における中枢性などにより、大都市特有の財政需要が生じている。また､安全･安

心、貧困や少子化などの都市的課題や大都市特例事務に対応するため、大都市特有の財

政需要が生じている。 
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企業活動支援、道路、下水道の整備など 

障害者福祉費や保育所関係経費、生活保護費など 

*令和元年度市町村別決算状況調 

○法人需要・インフラ需要 

○都市的課題から発生する需要 

【人口一人当たり歳出額 千円】 

【人口一人当たり歳出額 千円】 

セーフティーネットである生

活保護に係る一人当たりの支

出は一般市の約２倍！ 
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３ 国庫補助負担金の改革 

 
○税源移譲すべき国庫補助負担金 

 

※令和４年度青本 重点要望事項詳細説明＜財政関係＞「１ 国庫補助負担金の改革」より抜粋 

事項 主なもの 令和３年度予算額 

奨励的補助金 

（地財法第 16 条） 

投資 

 

防災・安全社会資本整備交付金 

社会資本整備総合交付金 

1 兆 2,617 億円 

 

 
経常 

 

子ども・子育て支援交付金 

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 

2,982 億円 

 

 
義務 

 

地域生活支援事業費等補助金 

疾病予防対策事業費等補助金 

1,501 億円 

 

国庫負担金 

（地財法第 10 条） 

投資 

 

防災・安全社会資本整備交付金 

社会資本整備総合交付金 

１兆 766 億円 

 

 
経常 

 

森林病害虫等防除事業費補助金 

 

5 億円 

 

 
義務 

 

義務教育費国庫負担金 

子どものための教育・保育給付交付金 

2 兆 9,403 億円 

 

小計 5 兆 7,274 億円 

エネルギー対策特別会計 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 395 億円 

合計 5 兆 7,669 億円 
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４ 地方固有の財源である地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止 

 

○地方交付税額及び臨時財政対策債発行可能額（単位：千円） 

 

  平成１５年度決定額 

  普通交付税 特別交付税 臨財債可能額 

札幌市 113,069,320 2,622,233 42,176,602 

仙台市 32,817,681 1,674,036 23,857,503 

さいたま市 6,572,263 2,230,167 25,765,779 

千葉市 4,971,116 810,174 20,671,117 

川崎市 0 852,037 28,514,982 

横浜市 48,676,293 1,480,216 74,542,769 

相模原市 5,407,627 915,598 11,655,000 

新潟市 45,282,334 4,582,857 15,978,345 

静岡市 17,570,574 1,984,358 11,816,570 

浜松市 25,421,969 3,209,617 14,224,389 

名古屋市 20,047,666 909,240 48,862,128 

京都市 96,468,942 3,045,264 33,722,665 

大阪市 79,060,151 1,415,284 61,139,039 

堺市 29,708,686 1,138,929 13,359,578 

神戸市 116,824,537 2,488,208 33,576,949 

岡山市 37,417,074 2,518,807 11,212,209 

広島市 52,654,595 1,980,088 25,700,961 

北九州市 73,393,191 3,634,246 23,110,559 

福岡市 61,214,676 1,879,306 30,300,908 

熊本市 35,985,534 1,347,255 10,363,875 

合  計 902,564,229 40,717,920 560,551,927 

 

 

（参考） 

全国総額 16,980,000,000 1,083,837,000 5,869,600,000 

全国総額 

（市町村分） 
7,167,600,000 923,130,000 2,934,800,000 
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令和３年度 

普通交付税 特別交付税 臨財債可能額 

札幌市 109,169,754 4,950,177 63,821,827 

仙台市 20,639,825 1,694,350 31,195,326 

さいたま市 6,837,011 1,570,218 26,093,536 

千葉市 15,446,921 835,877 28,349,007 

川崎市 1,868,755 643,366 4,450,726 

横浜市 28,722,719 1,223,101 80,818,988 

相模原市 17,632,102 1,049,642 21,399,269 

新潟市 58,691,644 3,512,023 28,318,781 

静岡市 18,343,414 1,279,996 24,140,602 

浜松市 25,061,412 2,382,373 27,672,734 

名古屋市 9,172,886 1,123,230 39,242,371 

京都市 56,490,938 2,216,509 46,987,200 

大阪市 45,805,621 1,299,298 92,626,628 

堺市 34,544,878 961,652 28,769,166 

神戸市 70,333,466 2,395,687 52,739,422 

岡山市 35,304,777 1,701,697 26,096,762 

広島市 48,201,473 2,405,758 42,726,821 

北九州市 61,763,762 2,753,419 32,816,591 

福岡市 37,128,095 1,553,265 49,444,565 

熊本市 46,169,320 2,979,297 17,068,232 

合  計 747,328,775 38,530,935 764,778,554 

 

（参考） 

全国総額 16,832,508,092 1,074,558,897 5,479,642,000 

全国総額 

（市町村分） 
7,686,049,792 925,104,076 2,237,592,000 

 
-８- 



 

 

 

○一般会計の市債残高に占める臨時財政対策債残高の割合（指定都市総額） 

 

 

平成２３年度 

臨時財政対策債の残高 

（億円） 

一般会計の市債残高 

（億円） 

一般会計に占める臨時財政

対策債残高の割合（％） 

札幌市 2,615 9,077 28.8 

仙台市 1,480 7,037 21.0 

さいたま市 1,482 4,002 37.0 

千葉市 1,351 7,259 18.6 

川崎市 1,550 8,515 18.2 

横浜市 4,432 23,085 19.2 

相模原市 687 2,218 31.0 

新潟市 998 4,434 22.5 

静岡市 969 3,926 24.7 

浜松市 831 2,842 29.2 

名古屋市 2,859 16,491 17.3 

京都市 2,362 12,014 19.7 

大阪市 4,304 24,698 17.4 

堺市 929 3,287 28.3 

神戸市 2,210 9,012 24.5 

岡山市 674 2,756 24.5 

広島市 1,758 9,143 19.2 

北九州市 1,532 8,659 17.7 

福岡市 1,918 12,289 15.6 

熊本市 743 2,981 24.9 

合  計 35,684 173,724 20.5 
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令和２年度 

臨時財政対策債の残高 

（億円） 

一般会計の市債残高 

（億円） 

一般会計に占める臨時財政

対策債残高の割合（％） 

札幌市 5,390 10,987 49.1 

仙台市 2,622 7,501 35.0 

さいたま市 1,720 4,456 38.6 

千葉市 2,374 6,896 34.4 

川崎市 1,194 8,099 14.7 

横浜市 6,819 24,504 27.8 

相模原市 1,471 2,682 54.8 

新潟市 2,512 6,399 39.3 

静岡市 1,873 4,400 42.6 

浜松市 1,352 2,575 52.5 

名古屋市 3,175 13,502 23.5 

京都市 4,985 13,589 36.7 

大阪市 7,680 18,768 40.9 

堺市 2,299 4,888 47.0 

神戸市 4,623 9,664 47.8 

岡山市 1,713 3,270 52.4 

広島市 3,910 10,466 37.4 

北九州市 3,400 10,115 33.6 

福岡市 4,051 11,548 35.1 

熊本市 1,987 4,847 41.0 

合  計 65,150 179,156 36.4 
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５ 多様な大都市制度の早期実現 
 

○ホームレスの割合 全国平均(指定都市・特別区を除く)と指定都市平均との比較 

（R3 年 1 月時点） 

  ホームレス 

実人員 
人口 

ホームレス数 

(人口万人対) 

全国 3,824 126,654,244 0.30 

全国(指定都市・特別区を除く) 824 89,532,420 0.09 

指定都市 2,200 27,549,061 0.80 

                     

札幌市 34 1,961,575 0.17 

仙台市 76 1,065,932 0.71 

さいたま市 29 1,324,589 0.22 

千葉市 32 974,726 0.33 

横浜市 378 3,759,939 1.01 

川崎市 182 1,521,562 1.20 

相模原市 14 718,601 0.19 

新潟市 9 784,774 0.11 

静岡市 11 694,296 0.16 

浜松市 11 799,966 0.14 

名古屋市 98 2,300,949 0.43 

京都市 51 1,400,720 0.36 

大阪市 943 2,739,963 3.44 

堺市 9 831,481 0.11 

神戸市 45 1,526,835 0.29 

岡山市 10 708,155 0.14 

広島市 17 1,194,817 0.14 

北九州市 50 944,712 0.53 

福岡市 193 1,562,767 1.23 

熊本市 8 732,702 0.11 

特別区 800 9,572,763 0.84 

 

※人口：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和 3 年 1 月 1 日現在）」から抜粋 

※ホームレス数：厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）結果について」から抜粋 
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8.89 倍 



 

 

 

６ 子ども・子育て支援の充実 

 

令和３年度全国児童福祉主管課長会議説明資料 抜粋 

 

-12- 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-13- 



 

 

 

 

 

 

 

 

-14- 



 

 

 

 
 

 

 

 

-15- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -16- 



 

  

7 「ＧＩＧＡスクール構想」の推進に向けた制度の充実 

 

■児童生徒１人１台端末の環境整備事業 

 

〇国の令和元年度及び 2 年度補正予算を活用し、令和 2 年度末までに全国のほぼ全ての自治体に

おいて小中学生 1 人 1 台端末の整備が完了 

〇国の令和 2 年度第三次補正予算において、高等学校段階の低所得世帯等の生徒に対する端末整

備への補助金を計上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○補助対象機器・事業等 

・学習者用コンピュータ（義務教育段階用）【令和２年度補正予算】 

※地方財政措置算定分（児童生徒３人に１台）を超えて、児童生徒１人１台分（児童生徒３

人に２台）の学習者用コンピュータの新規整備又は更新に要する経費とする。 

※１台当たり補助上限 45,000 円 

※機器の運搬搬入費、機器の設置・据え付け費用も含まれる。 

・学習者用コンピュータ（高等学校段階用）【令和２年度補正予算】 

  ※対象台数は低所得世帯等の生徒分 

  ※補助金額の考え方は義務と同様 

 ・ＧＩＧＡスクール運営支援センター整備事業【令和４年度～】 

  ※ネットワーク点検・応急対応、ヘルプデスクの運営及びサポート対応、ネットワークトラ

ブル対応、支援人材の育成、休日・長期休業等トラブル対応 

   〔ＧＩＧＡスクール運営支援センター整備事業補助上限額〕 

１校あたりの単価 386,000 円×所管する学校数×1/2 

×補助対象外となるもの 

・有償のソフトウェアに係る経費 

・有償の保守・保証契約に係る経費 

・予備となるもの（故障対応の機器等） 

・消耗品、備品（タブレット型コンピュータのカバー等） 

・購入したシステム・ソフトウェアに係る研修費用、操作のための講習会費 等 

 ・校内通信ネットワーク改修経費 
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■地方財政措置対象の事業 

 

〇国は、「教育の ICT 化に向けた環境整備 5 か年計画（2018~2022 年度）」を策定し、毎年度地方財

政措置を講じている（対象事業については以下の資料の通り） 

〇加えて、教育の ICT 化が進む中で著作物の円滑な利活用を促し、教育の質の向上を図ることを

目的として令和 2 年度に始まった「授業目的公衆送信補償金制度」における補償金の支払いに

対して、令和 3 年度分に地方財政措置が講じられることとなった 

資料 「教育の ICT 化に向けた環境整備 5 か年計画（2018～2022 年度）」（出典：文部科学省 HP） 
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8 地方公共団体情報システムの標準化・共通化の課題の解決 

 

■標準化・共通化の対象となる業務 

 
 

 業務名 所管府省 

１ 住民記録  総務省 

２ 固定資産税  総務省 

３ 個人住民税  総務省 

４ 法人住民税  総務省 

５ 軽自動車税  総務省 

６ 選挙人名簿管理  総務省 

７ 国民健康保険  厚生労働省 

８ 介護保険  厚生労働省 

９ 障害者福祉  厚生労働省 

10 児童扶養手当  厚生労働省 

11 生活保護  厚生労働省 

12 後期高齢者医療  厚生労働省 

13 国民年金  厚生労働省 

14 健康管理  厚生労働省 

15 就学  文部科学省 

16 児童手当  内閣府 

17 子ども・子育て支援  内閣府・厚生労働省 

18 戸籍  法務省 

19 戸籍の附票 法務省 

20 印鑑登録  総務省 

○住民記録、地方税、福祉など、自治体の主要な２０業務が対象。 
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■標準化・共通化に向けたスケジュール 

 
 
令和２年度 住民記録仕様公表（令和３年８月改定） 

令和３年度 第１グループ（介護保険、障害者福祉、就学、固定資産税、個人住民税、法人住民税、 

軽自動車税）仕様公表 

戸籍、印鑑登録、戸籍の附票仕様公表 

令和４年度 第２グループ（選挙人名簿管理、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、児

童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援）仕様公表予定 

 
 
■国におけるこれまでの経緯（自治体システム標準化・共通化に係るもの） 
 
 
 

 
 
 

平成３０年４月２６日 

令和２年６月２６日 

 

令和２年１２月２５日 

同日 

令和３年７月７日 

令和３年９月１日 

「自治体戦略2040構想研究会」第一次報告 

「第32次地方制度調査会」２０４０年頃から逆算し顕在化する諸課題

に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申 

「デジタル・ガバメント実行計画」閣議決定 

「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」策定 

「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」策定 

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」施行 

 

○令和２年１２月２５日に「デジタル・ガバメント実行計画」が閣議決定されるとと

もに、「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」が策定された。 

○令和３年２月９日に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（案）」が国

会に提出され、令和３年９月に施行された。 

 

○地方公共団体は令和７年度を目標時期として、標準仕様に準拠したシステムに移行

する。 

-20- 



 

  

■国の財政支援策 

 
 
 
 
 
 

 
 出典：全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議 資料 [令和３年１月２２日] 

 
 

 

○国は、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）に基金を設け、地方公共団体が基

幹系情報システムをガバメントクラウド（（仮称）Gov-Cloud）に移行するための費

用を支援する。 
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8 地方公共団体情報システムの標準化・共通化の課題の解決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバメントクラウド 
(国が提供するシステム共通基盤) 

各地方自治体の業務に合わせてシステムを個別に構築 
→システムの維持管理や制度改正対応の負担が大きい。 

現状 

ガバメントクラウド上で、標準準拠システムを利用 

システム標準化の対応後 

（１）意見聴取団体として指定都市市長会を対象に加えること。 
（２）地方自治体の実情に応じて、デジタル基盤改革支援補助金の補助上限額及び補助対象事業を拡充するととも

に、標準準拠システムへの移行期限について柔軟な対応を行うことにより、自治体側の財政負担が発生しないよ
うにすること。 

（３）標準仕様の策定及び改定に当たっては、自治体実務の実情を十分に把握し、大都市特例事務や自治体独自施
策にもできる限り対応した仕様とすること。また、認証等共通機能の仕様作成について対策を検討すること。 

（４）高い信頼性を有するガバメントクラウド等を構築するとともに、円滑な移行手法等を確立すること。また、標準化対
象外業務のシステムも含めたガバメントクラウドの利用の拡大及び国によるガバメントクラウドへの通信回線の整
備・運用を行うこと。 

（５）早期の情報提供と早期の標準仕様作成等を行うこと。 

（１）指定都市特有の業務要件が、標準仕様に十分反映されるか。 
（２）自治体の負担とならないよう、国が継続的で十分な財政措置を講じ、指定都市規模の標準準拠システムへ

の移行が期限内に完了するか。 
（３）自治体実務の実情を十分に把握した標準仕様の策定となるか。 
（４）指定都市の規模に対応できるガバメントクラウドの構築と、円滑な移行手法が確立できるか。 
（５）標準化の検討に必要な情報が適宜提供され、標準仕様の作成がスケジュールどおり行われるか。 

指定都市

の懸念 

 

標
準
仕
様 

Ａ市 
業務範囲 

 

 
Ｂ市 

業務範囲 
標
準
仕
様 

提案内容 

Ａ市基盤 

 
Ａ市 

業務範囲 

Ａ市専用 
システム 

Ｂ市基盤 

 

 
Ｂ市 

業務範囲 

Ｂ市専用 
システム 

Ｃ市(指定都市)基盤 

 

 

Ｃ市 
（指定都市） 

業務範囲 

Ｃ市（指定都市） 
専用システム  

Ｃ市 
（指定都市） 

業務範囲 

 

標
準
仕
様 

 
指定都市特有の 

業務要件 



 

 

 

9 子育て家庭等の経済的負担の軽減措置や子どもの貧困対策 
子ども医療費助成制度実施状況（政令市） 
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入院 外来

1 札幌市
（Ｒ3.4月～）

中学修了 小学修了 有 1/2

2 仙台市 中学修了 中学修了 有 1/2

3 さいたま市 中学修了 中学修了 無 無

4 千葉市 中学修了 中学修了 無 1/4

5
横浜市
Ｒ3.4～

中学修了 中学修了 3歳以上有 1/4

6 川崎市 中学修了 小学修了 １歳以上有 1/4

7 相模原市 中学修了 中学修了 １歳以上有 1/4

8
新潟市
R3.4～

高校修了 高校修了 無

無
※R3-R5総額1億円の

臨時給付金有（R3年
度に高校生まで拡大）

9
静岡市
R1.10～

高校修了 高校修了 無
入院：1/6、外来：1/8

（R４未定）

10
浜松市
R1.10～

高校修了 高校修了 無
入院：1/6、外来：1/8

（R４までは確定）

11
名古屋市

R4.1～
高校修了 高校修了 無

入院（中3まで）：1/2
外来（未就学児の

み）：1/2

12
京都市
R1.9～

中学修了 中学修了 無 1/2

13 大阪市 高校修了 高校修了 中学1年生以上有
（未就学児※所得制限

有）1/2

14
堺市

H31.4～
高校修了 高校修了 無

（未就学児※所得制限
有）1/2

15 神戸市 高校修了 中学修了 無 無

16 岡山市 中学修了 小学修了 無 無

17 広島市 中学修了 小学修了 有 （未就学児）1/2

18

北九州市
Ｒ3.4～

Ｒ4.1～高校
まで

高校修了 高校修了 無
（小学生）1/4
（中学生）1/2

19
福岡市
Ｒ3.7～

中学修了 中学修了 無
（小学生）1/4
（中学生）1/2

20
熊本市

H30.12～
中学修了 中学修了 無 無

（令和4年4月現在）

対象年齢 所得
制限

自己負担の状況等 県補助

入院（～12歳）通院（3歳未満）　200円/1ヶ月１医療機関
通院・調剤(3歳～)　1,500円/月

通院・入院　0歳～小学校6年生：初診時、医科580円、歯科510円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 柔道整復、調剤薬局又は再診の場合は0円

入院　小学6年生～中学生　【非課税世帯】初診時、医科580円、歯科510円

                       【課税世帯】医療費の１割                  段階的拡大（R3.4まで）

通院・入院　0歳から未就学児（6歳到達年度末まで）　無料
通院　小１～中3初診料500円
入院　小１～中3　1日500円（1入院10日分限度）

無

通院　０～小3 300円/回　小４～中3 500円/回、入院300円/日
入院・通院　市民税所得割が非課税は無料

R2.8～：調剤1回につき無料→負担あり　300円/回（0～小3）、500円/回（小4～
中3）

調剤　無料
通院　0歳：無料、1.2歳で保護者の所得が基準額以上の場合：500/回、3歳～小

3：無料、小4～中3：500円/回　非課税無料
入院　　無料

通院（診療）　小4-6　500円/回　非課税無料　※院外処方の調剤・入院　無料

通院（調剤除く）　中1-中３　500円/回　※非課税無料
調剤・入院　0-中3　無料

（入院）１日　1,200円　　（通院）１日　530円　4回まで
(薬局）負担なし

通院　500円/回（１歳-高校修了）

入院　無料

入院　500円／日　通院　500円/回

（R4.10月～拡充予定）
入院　無料　通院　0歳児のみ無料（※時間外はこれまでどおり500円/回）

無

入院　無料

通院
・3歳未満　自己負担なし
・3歳～中3　500円/月・1医療機関

入院　無料

通院　医科　3歳未満:無料,3歳～小6:700円,中1～中3:1,200円（1医療機関)
　　　　歯科　5歳未満:無料,5歳～小6:700円,中1～中3:1,200円（1医療機関)
　　　　調剤　3歳未満:無料,3歳～小6:700円,中1～中3:1,200円（1医療機関)

※本資料は熊本市が独自作成した資料です。

通院・入院　500円/１日（月２回を限度）、2,500円まで

中学就学から所得制限あり

通院・入院　500円/１日（月２回を限度）、2,500円まで
調剤は自己負担無し

入院　無料
外来・調剤　0～2歳　無料

　　　 　　　　3歳～中3　1医療機関あたり400円/日、上限（2割）を月2回
　　　　　　　　　　　　　　 3回目以降は無料

入院　無料

外来　未就学児　無料
　　　 小学生　1割負担（自己負担上限額44,400円/月）

入院　無料
通院

1.保護者の所得額が基準額未満
　・初診料算定時1日500円を限度（月4日まで）
2.保護者の所得額が基準額以上

　・未就学児　初診料算定時　１日1000円を限度（月2日まで）
　・小1～小6　１日1500円を限度（月2日まで　初診・再診問わず）
　・第3子以降の子ども　初診料算定時1日500円を限度（月4日まで）

入院　無料

通院　3歳未満　無料
　　　　3歳以上～就学前　 600円/月（1医療機関）
　　　　小学生　　　　　　　1,200円/月（1医療機関）

　　　　中学生～高校生  1,600円/月（1医療機関）



 

 

 

子どもの貧困率、ひとり親世帯の経済状況等（厚生労働省 令和元年国民生活基礎調査より） 
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ひとり親家庭の子どもの進学率等（内閣府 令和２年度子供の貧困の状況及び子供の貧困対策

の実施状況より） 
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10 脱炭素社会の実現 

■指定都市の温室効果ガス排出量（２０１７年度） 

 

 

都市名 
温室効果ガス排出量 

（1,000t-CO₂） 

人口（2017/10/1 現
在） 

（人） 

札幌市 11,946 1,962,918 

仙台市 8,217 1,086,377 

さいたま市 5,058 1,286,082 

千葉市 15,494 975,140 

川崎市 22,770 1,503,690 

横浜市 18,700 3,733,234 

相模原市 3,919 722,157 

新潟市 6,853 804,152 

静岡市 5,047 699,087 

浜松市 5,073 796,114 

名古屋市 14,768 2,314,125 

京都市 7,264 1,472,027 

大阪市 18,468 2,713,157 

堺市 6,518 834,267 

神戸市 10,182 1,532,153 

岡山市 6,002 721,294 

広島市 8,214 1,198,555 

北九州市 15,768 950,646 

福岡市 7,517 1,567,189 

熊本市 3,713 739,858 

合計 201,491 27,612,222 
 

全国 1,292,000 126,919,000 

 ※出典 

・各指定都市の温室効果ガス排出量：各指定都市の公表等による 

・全国の温室効果ガス排出量：国立環境研究所「2017 年度の温室効果ガス排出量（確

報値）」 

・各指定都市の人口：大都市統計協議会「大都市比較統計年表」 

・全国の人口：総務省統計局「人口推計」 

 

 

 

○指定都市の合計排出量は 201,491 千トンで全国の排出量の約 16 %を占める。 

人口・産業が集積する指定都市が中心となって脱炭素化に向けた取組を推進 

 ⇒脱炭素社会の実現に大きく前進 
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１０ 脱炭素社会の実現 
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11 ウィズコロナ・ポストコロナ時代における中小企業等の事業継続

と前向きな取組への支援 

○信用保証協会の信用保証実績の推移 

 

 

○日本政策金融公庫（中小企業事業）の融資実績推移 

 

 

○事業再構築補助金採択実績 

 

 

 

 

件数（件） 前年同期比 金額（百万円） 前年同期比 件数（件） 前年同期比 金額（百万円） 前年同期比
平成23年度 869,972 - 11,553,307 - 3,282,380 - 34,446,374 -
平成24年度 762,417 87.6% 9,751,836 84.4% 3,189,748 97.2% 32,078,613 93.1%
平成25年度 731,712 96.0% 9,306,831 95.4% 3,068,922 96.2% 29,778,513 92.8%
平成26年度 714,340 97.6% 8,939,404 96.1% 2,949,589 96.1% 27,701,740 93.0%
平成27年度 694,526 97.2% 8,967,054 100.3% 2,796,391 94.8% 25,761,647 93.0%
平成28年度 663,183 95.5% 8,534,785 95.2% 2,623,498 93.8% 23,873,792 92.7%
平成29年度 632,930 95.4% 8,051,386 94.3% 2,473,377 94.3% 22,215,070 93.1%
平成30年度 633,614 100.1% 8,072,811 100.3% 2,332,923 94.3% 21,080,871 94.9%
令和元年度 671,583 106.0% 8,938,970 110.7% 2,241,042 96.1% 20,805,320 98.7%
令和2年度 1,946,610 289.9% 35,123,414 392.9% 3,116,098 139.0% 41,981,685 201.8%
令和3年度（※） 486,658 - 6,852,626 - 3,154,421 - 41,933,631 -
※令和3年度については令和4年3月が未集計のため令和4年2月の実績
出典：一般社団法人全国信用保証協会連合会資料

保証承諾 保証債務残高

件数（件） 前年同期比 金額（百万円） 前年同期比 件数（件） 前年同期比 金額（百万円） 前年同期比
平成24年度 33,163 - 2,097,370 - 153,173 - 6,459,282 -
平成25年度 28,994 87.4% 1,928,965 92.0% 156,800 102.4% 6,354,279 98.4%
平成26年度 26,730 92.2% 1,777,755 92.2% 155,654 99.3% 6,181,975 97.3%
平成27年度 24,777 92.7% 1,672,017 94.1% 149,581 96.1% 5,912,693 95.6%
平成28年度 23,445 94.6% 1,559,422 93.3% 144,057 96.3% 5,685,684 96.2%
平成29年度 22,491 95.9% 1,485,056 95.2% 137,124 95.2% 5,514,192 97.0%
平成30年度 20,093 89.3% 1,233,137 83.0% 132,462 96.6% 5,326,912 96.6%
令和元年度 19,521 97.2% 1,147,409 93.0% 130,119 98.2% 5,208,143 97.8%
令和2年度 55,013 281.8% 4,564,807 397.8% 155,547 119.5% 8,218,121 157.8%
令和3年度（※） 19,585 - 1,562,547 - 154,079 - 8,450,515 -
※令和3年度については令和4年3月が未集計のため令和4年2月の実績
出典：日本政策金融公庫資料

保証承諾 保証債務残高

第1回（R3.5.7受付終了） 第2回（R3.7.2受付終了） 第3回（R3.9.21受付終了） 第4回（R3.12.21受付終了）

応募件数（件） 22,231 20,800 20,307 19,673
採択件数（件） 8,016 9,336 9,021 8,810
出典：中小企業庁資料
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11 ウィズコロナ・ポストコロナ時代における中小企業等の事業継続と前向きな取組への支援 
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12 インフラ施設の長寿命化対策  

■インフラ施設の建設後５０年以上の割合 

 

 

 

出典：国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）[令和３年６月１８日] 

 

 

■防災・安全交付金予算額及び道路メンテナンス事業補助予算額 

 

 

 

 

（単位：億円） 

 令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和４年度／

令和３年度 
備考 

当初予算 10,070 10,763 10,390 96.5％ 
防災安全交付金 

道路メンテナンス補助事業 

補正予算 4,246 3,733 ― ― 防災安全交付金 

 

出典：国土交通省資料 

「令和４年度道路関係予算概要」（https://www.mlit.go.jp/page/content/001460105.pdf） 

「令和３年度道路関係補正予算配分概要」（https://www.mlit.go.jp/common/001448714.pdf） 

「令和３年度道路関係予算概要」（https://www.mlit.go.jp/page/content/001382991.pdf） 

「令和２年度道路関係補正予算（第３次）配分概要」 

（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001384606.pdf） 

「令和２年度道路関係予算概要」（https://www.mlit.go.jp/page/content/001324492.pdf 

 

○令和２年３月時点では、建設後５０年以上経過するインフラ施設は３０％程度だが、２０年後

には６０％を超えることとなり、今後急速なインフラ施設の老朽化が想定される。 

 

○防災・安全交付金及び道路メンテナンス事業補助においては、令和４年度当初予算額は令和３

年度当初予算額より減額となっており、老朽化対策などで必要なストックが増える中、十分な

予算が確保されているとは言い難い。 
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12 インフラ施設の長寿命化対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行動計画において策定することとした施設 

インフラ長寿命化基本計画 
策定主体：国  平成 25 年 11 月策定 

行動計画 
策定主体：各インフラを管理・所管する者 

個別施設計画 
策定主体：各インフラの管理者 

修繕・更新 

点検・診断 

情
報
基
盤
の
整
備
と
活
用 

基
準
類
の
整
備 

安全性や経済性等の観点から必要性が認められる施設 

○防災・安全交付金及び道路メンテナンス事業補
助において、令和４年度当初予算額は令和３年
度当初予算額より減額となっており、十分な予
算が確保されているとは言い難い。 

令和３年度 

10,763 

令和４年度 

   10,390 

令和４年度/ 

令和３年度 

96.5％ 

（単位：億円） ＜参考＞ 

国においては、地方自治体が計画的な維持

管理・更新等を行うために必要な財源を安

定的に確保するとともに、推奨技術などに

選定されている有用な新技術について積

算基準類を整備するなど、地方自治体が広

く活用できるよう、新技術などによるコス

ト低減手法の開発・支援と包括的な民間委

託といった新たな事業手法の導入の情報

提供などを行うこと。 

提案内容 

効率的な新技術の地方自治体への普及が 

これからの課題 
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■施設等における医療体制の構築に向けた支援 

  〇高齢者 

〇障がい者 

13 地域医療体制の維持に対する必要な財政支援 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

■新型コロナウイルス感染症の影響による患者減 

外来患者

数の減 

手術・救急
搬送件数

の減 

■地域医療機関の 

経営状況の悪化 

〇損益差額率の悪化     

〇長期借入金残高の増加 

〇安定的かつ持続可能な地域医療体制を確保するため、国において、医療機関等の経営状況の把握に努めるとともに、必要な財政支援を

行うこと。 

〇新型コロナウイルス感染症の長期化・次なる感染拡大の波に対応するため、医療機関が行う医療提供体制の整備や感染拡大防止の取組

に対する支援を引き続き講ずること。特に、要介護状態等のため対応が困難な高齢者をはじめ、小児・妊産婦・透析患者等への医療提供

体制の確保について特段の支援を行うこと。 

〇高齢者及び障がい者施設等の施設内療養となった入所者等への医療体制の構築について必要な支援を講ずること。 

提 案 内 容 

 

【課 題】 

 安定的かつ持続可能な地域医療体制確

保のため財政支援や経営状況の把握が

必要だが、自治体単位では限度がある。 

 入院患者

数の減 

■感染症流行期における地域医療体制の確保に向けた支援 

  〇要介護状態等の高齢者 

〇小児 

  〇妊産婦 

  〇透析患者 

受け入れる医療機関においては、

感染症対応に加え、 

迅速かつ高度な対応が必要 

 

【課 題】 

 〇医療機関が行う医療提供体制の整備に対する支援や、 

感染拡大防止に向けた継続した取組が必要。 

 〇特に左記、対象者に対する地域の医療提供体制を確保する

ため支援が必要。 

〇施設等においては、入所者等への医療体制を構築する 

ための支援が必要。 

 

感染者の増加に伴い、軽症患者が施設内療養となる

状況が生じている施設等においては、入所者等への医

療体制の構築が必要 
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参考資料「地域医療体制の維持に対する必要な財政支援について」 

 

≪参考資料①≫ 「第２３回医療経済実態調査報告―令和３年度実施―」 

 〔概要〕 

医療経済実態調査は、中央社会保険医療協議会（中医協）が診療報酬改定の基礎資料とするため、 

２年毎に実施している調査。２０２１年１１月２４日の中医協総会で「第２３回医療経済実態調査報告 

‐令和３年実施‐」（医療経済実態調査）が公表。 

 

  

「第２３回医療経済実態調査報告―令和３年実施―」（日本医師会総合政策研究機構） 

             

○ 調査期間（直近２事業年（度）の定点調査） 

 ・令和元年度：２０１９年４月から２０２０年３月末までに終了した事業年度 

・令和２年度：２０２０年４月から２０２１年３月末までに終了した事業年度 

 

  ○ 結果 

〔総論〕 

・診療報酬による特例的な対応があったものの、医科では、コロナ補助金を除く損益差額率は大きく悪化。 

・一般病院（国公立を除く）一般診療所（医療法人）では、コロナ補助金がなければ約半数が赤字。 

  ・長期借入金残高は一般病院で５，０００万円近く、精神科病院で約３，０００万円、一般診療所（入院 

   収益なし）で約４００万円増加。 

  ・一般病院では、診療報酬の特例分を含めて医業収益が減少した。コロナ補助金によって、重点医療機関や 

   コロナ入院患者ありの病院では損益差額率がプラスになったが、それ以外はマイナス。 

  ・療養病床の多い病院では、比較的コロナの影響が少ないが、療養病棟入院基本料の給与費率が上昇し赤字 

で推移。 

  ・一般診療所では発熱外来やコロナ患者を受け入れた施設で損益差額率がより低下し、コロナ補助金でも 

挽回できない。 

  ・在宅医療では、診療報酬の特例措置がとられたが、在宅療養支援診療所の損益差額率が低下。 

  ・医療法人の小児科、耳鼻咽喉科では、診療報酬の特例及びコロナ補助金を含めても損益差額率はマイナス。 

  ・病院及び一般診療所ともに病院長（または院長）及び医師給与が低下した。看護師は横ばい。 

  ・一般病院（国公立を除く）では令和元年度には赤字の病院は約４割であったが、コロナ補助金を除く赤字 

   は令和２年度には５割超に増加した。コロナ補助金を含んでも約４割は赤字となる。 

  ・一般診療所（医療法人）では、令和元年度には約３割で赤字であったが、令和２年度は５割に増加した。 

   コロナ補助金を含む損益差額率の分布は公表されていない。 

［用語の説明］ 

  損益差額と損益差額率 

  ・損益差額は、医業・介護収益から、医業・介護費用を差し引いた額であり、構成比率はその差額の医業・ 

介護収益に対する割合（損益差額率）。 
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≪参考資料②≫「新型コロナウイルス感染拡大による病院経営状況の調査」（２０２０年度第４四半期） 
 〔概要〕  

一般社団法人日本病院会、公益社団法人全日本病院協会、一般社団法人日本医療法人協会で、新型 

コロナウイルス感染拡大による病院経営状況を把握する事を目的として、合同でのアンケート調査を 

実施。 

 

「新型コロナウイルス感染拡大による病院経営状況の調査」（２０２０年度第４四半期） 

  （一般社団法人日本病院会、公益社団法人全日本病院協会、一般社団法人日本医療法人協会） 

 

○ 調査期間： 

・令和２（２０２０）年１月から令和３（２０２１）年３月末まで 

・令和２（２０２０）年４月から令和３（２０２１）年３月末までに終了した事業年度 

 

  ○ 結果 

〔総論〕 

（第４四半期） 

・入院患者数の減少が継続しており、病床利用率は５ポイント以上の減少継続が確認された。 

・外来患者数に関しては、昨年３月にはすでに患者数が減少していたことを反映し低水準ながら、３月の 

外来患者数は対前年で増加が認められた。 

・救急車受け入れ件数、手術数は前年と比較し減少が継続しており低水準で推移していた。 

・緊急手術に関しては前年とほぼ同水準が維持されており、緊急の手術対応はこの期間も維持できていた。 

・医業利益率は、コロナ患者を受け入れていない病院はほぼ前年度の水準への回復が認められたが、 

コロナ受入れ病院等は対前年でのマイナスが継続していることが確認された。 

（通年） 

・コロナ受入れ病院では４．７ポイント対前年で悪化し医業利益率－７．０％となった。全体では-６.７％ 

であった。 

・医業利益に慰労金を除いた支援金を加えた利益率では、コロナ受入れ病院で対前年で２．４ポイント増加 

 となり、平均では損益がほぼ０％のレベルまで改善したことが判明した。ただ、コロナ受入れ病院、一時 

的外来・病棟閉鎖病院では、支援金を加えた利益率が大幅なマイナスの病院も多数みられ、大きなばらつ 

きが生じていた。 

   

［用語の説明］ 

  医業利益率 

  ・医業利益率は、病院経営指標で、臨床指標の一つとされており、病院が健全経営していくためには 

一定以上の利益を産むことが必要であり、医療法人での医業利益率は ３%程度とされている。 
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14 義務教育施設等の整備促進 

■学校施設整備の老朽化対策 

・全国的に、建築後２５年以上経過した学校施設が約７割を占める状況であり、老朽化に伴う改築

事業及び長寿命化改良事業への対応が急務。 

・更に、建築後２５年以上で要改修の学校施設が約８割を占める状況となっている。 

経年別公立小中学校保有面積 

 

 

■負担金・交付金の対象事業概要 

・全国的に見ても、新増改築工事の実施に当たっては、国の公立学校施設整備費負担金及び学校施

設環境改善交付金の事業量確保が必要な状況。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建築単価 ※小中学校校舎（鉄筋コンクリート造）の場合 

・前年度と比較して 11％引き上げとなっている。その一方で、引き上げ分は資材費や労務費等の上

昇分やバリアフリー化に要する経費の反映にとどまっており、実際の整備に要する経費との間に

は依然として乖離がある。 

（参考（大阪府 校舎 R 造）：Ｒ3 年度 210,600 円／㎡、Ｒ４年度 234,500 円／㎡） 

 

 

 

負担金・交付金の対象事業概要 

新築・増築 
改築（危険建物、不適格建物）、大規模改造、長寿

命化改良事業 等 

負 担 金 

（公立学校施設整備費負担金） 

交 付 金 

（学校施設環境改善交付金） 

補助率 原則１/２ 
補助率 原則１/３ 

※大規模改造（障害等）については１/２ 
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■防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策（Ｒ３からＲ７までの５年） 

・近年多発している大規模災害の教訓を踏まえ、防災・減災に万全を期すため、学校施設の強靭化

を図るために対応が必要となる、主に下記の項目を推進するもの。 

➣学校施設耐震化 

➣老朽化対策 

➣防災機能の強化等 

 

■バリアフリー化の一層の推進 

・令和２年１２月に文部科学省から「公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する整備目標」が

示されたところである。これに対し、令和３年度から補助の算定割合が１／２に引き上げられたも

のの、地方自治体の事務量が増加するとともに多額の経費が発生することから、基本額（下限額）

の撤廃など、更なる制度の充実を図られたい。 

 

■公立学校施設整備費負担金について 

・第196 回国会（常会）で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法

律」（以下「働き方改革関連法」という。）による改正後の労働基準法において、労使協定を結

ぶ場合でも上回ることのできない時間外労働の上限について法律に定めたうえで、違反について

罰則を科すこととされ、建設業に関しても、平成31 年４月の法施行から５年間という一定の猶予

期間を置いたうえで、令和６年４月より、罰則付き上限規制の一般則を適用することとされてい

る。 

 建設業においても週休２日制が導入されることを受けて、工期は今後、延長していく見込みで

あり、各自治体が計画的かつ円滑に事業を実施できるよう、公立学校施設整備費負担金につい

て、2か年を超える債務負担の設定を可能にされたい。 
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15 下水道事業における国土強靱化のための財源の確保 

■浸水被害及び地震被害の発生状況について 

 

 

 

 

 

●近年発生した浸水被害状況 

  

名古屋駅付近（H25.9） 仙台市地下通路（H28.9） 

  

岡山市北区（H30.7） 川崎市中原区（R1.10） 

●近年発生した地震被害状況 

  

千葉市美浜区 
液状化によるﾏﾝﾎｰﾙの隆起（H23.3） 

仙台市南蒲生浄化センター 
波圧による破損（H23.3） 

  

熊本県熊本市 
    熊本地震による道路陥没（H28.4） 

札幌市 
   胆振東部地震によるﾏﾝﾎｰﾙ隆起

（H30.9） 

○近年、気候変動等の影響に伴う下水道の施設計画を超過する大雨により都市部で浸水被害が頻

発するとともに、大規模地震により下水道施設に大きな被害が発生するなど、全国各地で国民

生活や社会経済活動に深刻な影響を及ぼしている。特に都市機能が集積し、人口や資産が集中

する指定都市で被害が発生すると、その影響は国全体に及ぶ恐れがある。 
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